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皆
さ
ん
の
声
を
町
政
に
！

町
長
へ
の
手
紙･

フ
ァ
ク
ス･

Ｅ
メ
ー
ル

　

町
長
へ
の
手
紙
･
フ
ァ
ク
ス
･
Ｅ
メ
ー
ル

は
、皆
さ
ん
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
･

ご
提
言
な
ど
を
、今
後
の
ま
ち
づ
く
り
に
生

か
し
て
い
く
た
め
の
広
聴
制
度
で
す
。町
長

が
自
ら
拝
読
し
、回
答
し
ま
す
。建
設
的
な
ご

意
見
、ご
提
言
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

町
長
へ
の
手
紙

役
場
1
階
ロ
ビ
ー
と
男
衾
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
に「
町
長
へ
の
手
紙
ボ
ッ
ク
ス
」を
設

置
し
て
い
ま
す
。所
定
の
用
紙
が
備
え
付
け

て
あ
り
ま
す
の
で
必
要
事
項
を
記
入
し
、ボ
ッ

ク
ス
に
投と

う
か
ん函
し
て
く
だ
さ
い
。

町
長
へ
の
フ
ァ
ク
ス

町
長
へ
の
手
紙
ボ
ッ
ク
ス
に
備
え
付
け
て
あ

る
所
定
の
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、専

用
フ
ァ
ク
ス︵

5
8
1
･
4
9
7
4
)へ
送
信

し
て
く
だ
さ
い
。

町
長
へ
の
Ｅ
メ
ー
ル

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
下

部
に
あ
る「
町
政
へ
の
ご
意
見
」か
ら
、必
要
事

項
を
入
力
し
、送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

�

総
務
課︵

内
線
3
1
3
･
3
1
5
︶

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
と

土
地･

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

　
令
和
8
年
度
の
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲

覧︵
①
︶お
よ
び
土
地
･
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳

簿
の
縦
覧︵
②
︶を
開
始
し
ま
す
。ご
自
分
の

所
有
す
る
土
地
や
家
屋
の
価
格
、税
額
な
ど

を
確
認
し
た
い
方
は
、こ
の
機
会
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、納
税
者
が
所
有
す
る
土
地
や
家
屋

の
評
価
が
適
正
か
判
断
す
る
た
め
、ほ
か
の

土
地
や
家
屋
の
評
価
額
を
確
認
で
き
る
制
度

と
し
て
、土
地
･
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
を

縦
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

期
間
／
4
月
1
日
㈬
～
6
月
1
日
㈪

※
土
･
日
曜
日
、祝
日
を
除
く

時
間
／
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

�
税
務
課

①�
の
対
象
／
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
、

納
税
管
理
人
、同
一
世
帯
の
親
族
、ま
た
は

代
理
人
や
借
地
借
家
人︵
対
価
の
支
払
わ

れ
る
も
の
で
、該
当
す
る
部
分
の
み
可
能
。

契
約
関
係
を
示
す
書
類
の
提
示
が
必
要
で

す
。
︶

②�

の
対
象
／
固
定
資
産
税
の
納
税
者
、納
税

管
理
人
、同
一
世
帯
の
親
族
、ま
た
は
代
理

人

�

運
転
免
許
証
等
、本
人
確
認
が
で
き
る
も

の
※�

代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
と
代
理
人
の
身

分
証
明
書
等
が
必
要
で
す
。

期
間
中
は
無
料︵
借
地
借
家
人
は
有
料
︶

�

税
務
課︵
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線
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お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

県
ホームページ

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る

不
動
産
の
無
料
相
談
会

�

4
月
11
日
㈯
午
前
10
時
～
午
後
4
時

�

浦
和
会
場 

浦
和
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
14
集
会
室

︵
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
東
高
砂
町
11
‒
1
︶

川
越
会
場 

ウ
ェ
ス
タ
川
越
2
階
活
動

室
4

︵
川
越
市
新
宿
町
1
‒
17
‒
17
︶

�

不
要

�︵
公
社
︶埼
玉
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会

　
︵
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･
7
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･
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︶

埼
玉
県
収
入
証
紙
代
金
の

還
付
申
請
に
つ
い
て

　
パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
や
運
転
免
許
証
の
更

新
な
ど
で
埼
玉
県
へ
の
手
数
料
の
支
払
い
に

使
用
し
て
い
た
埼
玉
県
収
入
証
紙︵
以
下「
県

証
紙
」︶は
、令
和
6
年
3
月
末
日
を
も
っ
て

利
用
が
終
了
し
ま
し
た
。未
使
用
の
県
証
紙

︵
汚お
そ
ん損
･
毀き
そ
ん損
し
た
も
の
を
除
く
︶を
保
有
し

て
い
る
場
合
、令
和
10
年
12
月
末
日
ま
で
の
間

に
埼
玉
県
へ
返
還
す
る
と
、県
証
紙
代
金
の
還

付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。返
還
を
希

望
す
る
際
は
、指
定
の
申
請
書
を
記
入
し
、県

証
紙
と
併
せ
て
県
出
納
総
務
課
へ
郵
送
、ま

た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、県
証
紙
代

金
の
還
付
は
口
座
振
込
と
な
り
ま
す
。詳
し

く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�

県
出
納
総
務
課

　
︵

0
4
8
･
8
3
0
･
5
7
1
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水
道
メ
ー
タ
ー
の
交
換
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
！

　

水
道
メ
ー
タ
ー
は『
計
量
法
』に
よ
り
、製

造
か
ら
8
年
を
経
過
す
る
前
に
取
り
替
え
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
該
当
す
る
ご
家
庭

等
に
伺
い
、メ
ー
タ
ー
の
交
換
を
行
い
ま
す
の

で
、皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。な

お
、メ
ー
タ
ー
の
交
換
作
業
は
、町
で
発
行
す

る
身
分
証
明
書
を
携
行
し
た
町
指
定
の
給
水

装
置
工
事
事
業
者
が
行
い
ま
す
。

交�

換
期
間
／
該
当
す
る
ご
家
庭
等
に
は
が
き

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

対�

象
区
／
栄
町
、武
町
、茅
町
、花
町
、男
衾
下

郷
、塚
越
、伊
勢
原
、赤
浜
、塚
田
、牟
礼
、今

市
、鷹
ノ
巣
、西
古
里

※�

対
象
区
以
外
で
も
製
造
か
ら
8
年
目
と

な
る
メ
ー
タ
ー
は
交
換
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

無
料

�

水
道
メ
ー
タ
ー
は
町
の
貸
与
品
で
す
。作

業
を
迅
速
に
行
う
た
め
、次
の
こ
と
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○�

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
物
を
置
か
な

い
で
く
だ
さ
い
。

○�

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
中
は
き
れ
い
に
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

○�

メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
近
く
に
犬
を
つ
な

が
な
い
で
く
だ
さ
い
。

�

上
下
水
道
課︵

内
線
2
6
9
︶

児
童
手
当
受
給
中
の
方
へ

　
児
童
手
当
受
給
中
で
3
人
以
上
の
子
ど
も

を
養
育
し
て
い
る
方
で
、平
成
16
年
4
月
2

日
生
ま
れ
～
平
成
20
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の

子
ど
も
を
4
月
以
降
も
養
育
し
、生
計
が
同
一

な
ど
経
済
的
な
負
担
が
あ
る
場
合
は
、手
続

き
に
よ
り
、3
人
目
以
降
の
児
童
分
に
つ
い
て

引
き
続
き
同
額
の
児
童
手
当
が
受
給
で
き
ま

す
。対
象
の
方
に
は
、3
月
中
旬
ま
で
に
通
知

を
発
送
し
ま
す
の
で
、4
月
16
日
㈭
ま
で
に
手

続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、18
歳
年
度
末
以
降
～
22
歳
年
度
末

ま
で
の
子
ど
も
を
含
め
、3
人
以
上
を
養
育

し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
通
知
が
届
か
な

い
方
や
、手
続
き
を
行
っ
て
い
な
い
方
は
、子

育
て
支
援
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。詳
し
く

は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

な
お
、公
務
員
の
方
は
勤
務
先
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

�

子
育
て
支
援
課︵

内
線
2
0
3
︶

ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で
！　

寄
居
町
青
少
年
健
全
育
成
町
民
会
議

　
寄
居
町
青
少
年
健
全
育
成
町
民
会
議
で

は
、青
少
年
の
健
全
育
成
を
広
域
的
、総
合
的

に
推
進
す
る
た
め
に
、町
内
の
学
校
や
Ｐ
Ｔ

Ａ
、民
生
児
童
委
員
な
ど
の
青
少
年
と
関
係

す
る
団
体
･
機
関
が
連
携
し
て
活
動
を
展
開

し
て
い
ま
す
。令
和
7
年
度
の
活
動
に
つ
い
て

は
、町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。�生

涯
学
習
課

　
︵

内
線
５
３
３
︶

重
度
心
身
障
害
者
福
祉
タ
ク
シ
ー

利
用
料
助
成
制
度

　

町
で
は
、心
身
に
障
害
の
あ
る
方
が
タ
ク

シ
ー︵
県
と
福
祉
タ
ク
シ
ー
協
定
を
締
結
し

て
い
る
事
業
者
の
タ
ク
シ
ー
︶を
利
用
し
た
場

合
、そ
の
料
金
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、事
前
に
登
録
が

必
要
で
す
。

�

町
内
に
住
所
を
有
す
る
身
体
障
害
者
手
帳

1
～
3
級
ま
た
は
療
育
手
帳
Ⓐ
・A
を
所

有
し
て
い
る
方

登�

録
方
法
／
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療
育

手
帳
、印
鑑
を
お
持
ち
の
上
、福
祉
課
で
手

続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

既
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、3
月
25
日

㈬
か
ら
新
し
い
利
用
券
を
交
付
し
ま
す
。

身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療
育
手
帳
、印

鑑
、古
い
利
用
券
の
残
り
を
お
持
ち
の
上
、

福
祉
課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い︵
随
時
受
付
︶。

�

福
祉
課︵

内
線
1
2
1
︶

●こころの健康相談統一ダイヤル　
　 0570・064・556(24時間、365日)

●寄居町こころの健康相談(本誌9頁をご覧ください)

●熊谷保健所(精神疾患、うつ病、依存症等)　
　 048・578・4547
　(月～金曜日、午前8時30分～午後5時15分、祝日除く)

●精神保健福祉相談・来所相談
　(埼玉県立精神保健福祉センター)
　 048・723・6811
　(月～金曜日、午前9時～午後5時、祝日除く)

3月は自殺対策強化月間です ～広げてみよう支え合い～
健康

●埼玉いのちの電話((福)埼玉いのちの電話)
　 048・645・4343(24時間、365日)

●さいたまチャイルドライン
　(NPO法人さいたまチャイルドライン)
　 0120・99・7777
　(毎日、午後4時～午後9時)
  ※18歳までの子ども専用

●埼玉県SNS相談事業「こころのサポート＠埼玉」
　～ＬＩＮＥで心理カウンセラーへ相談～
　(3月31日までの毎日、午後7時～午後11時)

�健康づくり課( 内線213)

こころの
サポート＠埼玉

チャットで相談

　厚生労働省がまとめた｢令和7年版自殺対策白書｣によると、令和6年の自殺者数は全国で20,320人と前年より減少しま
した。多くの年齢階級で減少が見られる一方で｢小学生｣｢中学生｣および｢高校生｣の自殺者数は過去最多となりました。
　10歳代では、学校生活や家庭、将来への不安などの悩みが重なり、心の負担が大きくなることがあります。悩みは誰
にでも起こり得るもので、特別なことではありません。一人で抱え込まず早めに相談することや、周囲が変化に気付き
支援につなげることが大切です。
　町では、自殺対策強化月間にあわせ、役場庁舎や町立図書館でこころの健康に関する特設コーナーを設置するほか、
役場の公用車の一部にステッカーを掲示し、啓発を行います。
　次の相談機関で相談を受け付けていますのでご利用ください。

町公式
ホームページ
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